
９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 
 
 
 
（１）中心市街地活性化・内部検討会（平成 18 年度）、「北九州市中心市街地活性化基本
計画」連絡調整会議（平成 19 年度以降） 
まちづくり三法の改正を受けて、平成 18 年度は「中心市街地活性化・内部検討会」を
設置し、商工会議所、有識者と意見交換を行いながら「新・中心市街地活性化基本計画」
策定の方針（案）について検討を行った。 
平成 19 年度は、これまでの内部検討会を移行させた「連絡調整会議」を設置するとと
もに、計画事業等について調整を行うとともに、基本計画策定以降も関係部局と連携体
制のもと事業進捗等フォローアップを行っていく。 
 
 
■中心市街地活性化・内部検討会、「北九州市中心市街地活性化基本計画」連絡調整会議
の開催経過及び検討事項 

開催日 主な検討事項等 

第１回内部検討会 

平成 18 年 8 月 22 日（火） 

・改正中心市街地活性化法に基づく今後の本市の取り組みについ

て（法改正の経緯、改正法の概要、改正法に基づく今後の取り

組み等） 

第２回内部検討会 

平成 18 年 10 月 20 日（金） 

・「新・中心市街地活性化基本計画」策定方針のとりまとめに向

けた今後の検討作業について 

第３回内部検討会 

平成 18 年 11 月 27 日（月） 

・候補地区の比較検討について 

・北九州商工会議所等との意見交換会について 

第４回内部検討会 

平成 19 年 1 月 11 日（木） 

・候補地区の比較分析結果（一部内容修正）について 

・策定方針（素案）についての意見調整 

第５回内部検討会 

平成 19 年 3 月 27 日（火） 

・策定方針（案）について 

・策定方針（案）についての各局意見照会 

第６回「北九州市中心市街地活

性化基本計画」連絡調整会議 

平成 19 年 12 月 7 日（金） 

・小倉都心、黒崎副都心両地区の中心市街地活性化基本計画の骨

子案について、関係各課との意見調整 

 

［１］市町村の推進体制の整備等 
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■中心市街地活性化・内部検討会メンバー（平成 18 年度） 

分  野 担 当 課（担当課長職） 

市街地整備改善 建築都市局都心・副都心開発室、建設局道路計画課、建設局緑政課 

建設局計画課 

都市福利施設 教育委員会企画課、保健福祉局計画課、総務市民局市民センター室 

経済文化局文化振興課 

住宅供給等 建築都市局住宅計画課、建築都市局都市計画課 

商業活性化 産業学術振興局商業振興課 

その他関連事業 建築都市局都市交通政策課、企画政策室にぎわいづくり企画課 

環境局環境首都推進室、総務市民局地域振興課、各区まちづくり推進課 

経済文化局門司港レトロ室開発調整課、経済文化局観光課 

関連上位計画 企画政策室企画政策課、建築都市局都市計画課（再掲） 

事務局（総合調整）産業学術振興局商業振興課・建築都市局計画調整課 

合計 16 局・区・室・委員会、26 課・室 

 

■「北九州市中心市街地活性化基本計画」連絡調整会議メンバー（平成 19 年度以降） 
担 当 課 分 野 

市街地整備改善 建築都市局都心・副都心開発室、建築都市局再開発課 

建設局道路計画課、建設局緑政課 

建設局公園建設課、建設局計画課 

都市福利施設 総務市民局市民センター室、保健福祉局計画課 

子ども家庭局子ども家庭政策課、子ども家庭局保育課、 

教育委員会企画課、教育委員会施設課 

経済文化局文化振興課 

住宅供給等 建築都市局都市計画課、建築都市局住宅計画課 

建築都市局住環境整備課 

商業活性化 産業学術振興局商業振興課、総務市民局安全・安心課、 

総務市民局民事暴力相談センター、環境局環境首都推進室 

環境局都市環境管理課、環境局業務課 

建設局水環境課 

その他関連事業 企画政策室にぎわいづくり企画課、総務市民局市民部地域振興課 

小倉北区役所まちづくり推進課、八幡西区役所まちづくり推進課 

建築都市局市交通計画課、経済文化局観光課 

企画政策室企画政策課、建築都市局都市計画課（再掲） 関連上位計画 

 事務局（総合調整）産業学術振興局商業振興課・建築都市局計画調整課 

 合計 12 局・区・室・委員会、31 課・室 
※メンバー構成については、計画に位置付けた事業を踏まえ、適宜必要なメンバーを加えながら対

応していくこととする。 
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■意見交換会の開催経過、検討事項及び出席者 
開催日 主な検討事項等 出席者 

第１回意見交換会 ・改正中心市街地活性化法につい
て（法改正の経緯、改正法の概
要、支援メニュー等） 

伊藤解子：北九州市立大学助教授 
平成18年11月24日（金） 増田幸一：九州共立大学助教授 

福田信夫：北九州商工会議所理事 
・新中心市街地活性化基本計画策
定方針のとりまとめについて 

山方弘美：建築都市局参事 
窪田秀樹：産業学術振興局 

地域産業部長 
事務局：8名 計 13 名 

第２回意見交換会 ・候補地区の比較検討について
（法要件から見た評価・比較、
認定基準から見た評価・比較、
総合評価） 

伊藤解子：北九州市立大学助教授 
平成 19 年 1 月 16 日（火） 増田幸一：九州共立大学助教授 

福田信夫：北九州商工会議所理事 
山方弘美：建築都市局参事 

・策定方針（素案）について 窪田秀樹：産業学術振興局 
地域産業部長 

事務局：8名 計 13 名 

第３回意見交換会 ・「新・中心市街地活性化基本計
画」策定方針（案）について 

伊藤解子：北九州市立大学助教授 
平成 19 年 3 月 28 日（水） 増田幸一：九州共立大学助教授 

福田信夫：北九州商工会議所理事 
山方弘美：建築都市局参事 
窪田秀樹：産業学術振興局 

地域産業部長 
事務局：7名 計 12 名 

 
（２）黒崎副都心「定住人口の増進」に向けた活性化事業推進会議 
黒崎副都心の「定住人口の増進」に向けた庁内推進体制を構築するため、活性化事業
推進会議を設置した。 
 
■黒崎副都心「定住人口の増進」に向けた活性化事業推進会議の開催経過、検討事項及び
出席者 

開催日 主な検討事項等 出席者 
北九州市産業学術振興局商業振興課
長、建築都市局総務企画部主幹、同
計画調整課長、同都市計画課長、同
再開発課長、同住宅計画課長 

平成 19 年 11 月 9日（金） ・中心市街地内における民間所
有の遊休地及び未利用地等を
洗い出し、民間の住宅系開発
事業を立ち上げるよう地権者
等に働きかけを行うため、関
係各課の役割分担と今後の進
め方について協議 

北九州市産業学術振興局商業振興課
長、建築都市局総務企画部主幹、同
都市計画課長、同再開発課長、同整
備部主幹、同住宅計画課長 

平成 20 年 1月 21 日（月） ・関係各課による現状報告及び
今後の進め方について協議 
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（３）北九州市中心市街地活性化基本計画策定委員会 
計画策定にあたって、多様な関係主体の参画を得ながら、地区の決定や計画の方向性
など、策定段階からの基本的な方針の検討を行うため、有識者、商工会議所、まちづく
り・市民団体、事業者団体、行政等で構成する「北九州市中心市街地活性化基本計画策
定委員会」を平成 19 年 8 月 2 日に設置した。 
また、計画内容の具体的な検討を行うため、地区毎（小倉、黒崎）に部会を設置し、
地域の課題やニーズ等を把握し、これに基づいた目標の設定及び具体的な取り組み等の
意見交換を行った。 
なお、本策定委員会では、中心市街地活性化協議会の構成員となりうる委員で構成し、
検討を行った。 
 
１）策定委員会（本委員会）の役割 
○策定の方針（策定地区、検討区域、計画の基本的な方向性等）の決定 
○部会でとりまとめた計画案についての意見調整 
○法定協議会への意見聴取 
 

２）部会の役割 
○地域の課題やニーズ等の調査・把握 
○計画案の検討及びとりまとめ 
（基本方針、区域設定、目標設定、具体的事業など） 
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■北九州市中心市街地活性化基本計画策定委員会名簿 
◎委員長 ○副委員長               （敬称略、50 音順） 

 分　野 氏　名 役　職　名

赤川
あかがわ

　貴雄
た か お 北九州市立大学国際環境工学部　准教授

伊藤
い と う

　解子
と き こ 北九州市立大学都市政策研究所　教授

◎大西
おおにし

　隆
たかし 東京大学先端科学技術研究ｾﾝﾀｰ　教授

○竹下
たけした

　輝和
てるかず 九州大学人間環境学研究院　教授

○田村
たむら

　馨
かおる 福岡大学商学部　教授

増田
ま す だ

　幸一
こういち 九州共立大学経済学部　准教授

渡辺
わたなべ

　義則
よしのり 九州工業大学工学部　教授

加藤
か と う

　美佐子
み さ こ 北九州市女性団体連絡会議　会長

小嶋
こ じ ま

　一
かず

碩
ひろ (財)北九州活性化協議会　理事長

重渕　雅敏
し げ ふ ち ま さ と し 北九州商工会議所　会頭

竹下
たけした　

　貞夫
さ だ お 北九州市社会福祉協議会　常務理事

田中
た な か

　覚
さとる 北九州市自治会総連合会　会長

中
なか

柴
しば

　崇
たかし (社)北九州青年会議所　理事長

中村
なかむら

　眞人
ま こ と 北九州まちづくり応援団株式会社　代表取締役社長

野中
の な か

　正弘
まさひろ 北九州市商業総連合会　会長

東
あずま

　　精男
せ い お 北九州住宅産業協議会　会長

石田
い し だ

　淳一
じゅんいち 北九州市住宅供給公社　理事長

久保
く ぼ

　祐二
ゆ う じ 西鉄バス北九州株式会社　代表取締役社長

師
し

村
むら

　博
ひろし 九州旅客鉄道株式会社　取締役北部九州地域本社長

木下
きのした

　一也
か ず や 北九州市建築都市局長

佐藤
さ と う

　惠
としかず

和 北九州市産業学術振興局長

福本
ふ く もと

　仁志
ひ と し 九州地方整備局　建政部　都市・住宅整備課長

 檀
だん

　 孝司
こ う じ 九州経済産業局　産業部　流通･サービス産業課長

垣
かき

迫
さ こ

　裕俊
ひろとし 北九州市　企画政策室長

学識経験者

地域・経済
関係者

事業関係者

行　政

オブザーバー
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■北九州市中心市街地活性化基本計画策定委員会（黒崎部会）名簿 
◎部会長 ○副部会長                 （敬称略、50 音順） 
 
 
 

分　野 氏　名 役　職　名

黒田
く ろ だ

　克樹
か つ き 株式会社ブラックステューディオ　代表取締役社長

◎竹下
たけした

　輝和
てるかず 九州大学人間環境学研究院　教授

増田
ま す だ

　幸一
こういち 九州共立大学経済学部　准教授

○渡辺
わたなべ

　義則
よしのり 九州工業大学工学部　教授

上野
う え の

　與
よ

志
し

隆
たか 副都心黒崎開発推進会議　副会長

田代
た し ろ

　小夜子
さ よ こ 八幡西区女性団体連絡会議　会長

中村
なかむら

　厸
ちかし 八幡西区自治総連合会　会長

樋熊
ひ ぐ ま

　靖隆
やすたか 社団法人北九州青年経営者会議　会長

藤戸
ふ じ と

　輝久
てるひさ 黒崎商店組合連合会　会長

松尾
ま つ お

　孝治
こ う じ 社団法人北九州青年会議所　副理事長

光井
み つ い

　敏博
としひろ 北九州商工会議所　専務理事

吉田
よ し だ

　久美子
く み こ レディス・イン黒崎　代表

力
り き

島
しま

　清人
きよひと 北九州まちづくり応援団株式会社　常務取締役

中島
なかじま

　伸一郎
しんいちろう 北九州住宅産業協議会　マンション部会長

保坂
ほ さ か

　富士夫
ふ じ お 西鉄バス北九州株式会社　常務取締役営業部長

前田
ま え だ

　智之
ともゆき 筑豊電気鉄道株式会社　取締役電車事業部長

宮崎　正純
みやざき まさずみ 九州旅客鉄道株式会社　経営企画部担当部長

鵜野
う の

　剛
ごう 西日本鉄道株式会社　経営企画部　課長

草野
く さ の

　光司
こ う じ イオン株式会社　開発本部　企業開発部長

齋藤
さい とう

　佳則
よしのり 野村不動産株式会社　法人ｶﾝﾊﾟﾆｰ ﾍﾟｱｼｽﾃﾑ事業部　部長代理

土山
つちやま

　大治
だ い じ

三菱化学株式会社　黒崎事業所　企画管理室 企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ　ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ

花田
は な だ

　宏
ひろし 黒崎オーナー会　会長

木下
きのした

　一也
か ず や 北九州市建築都市局長

佐藤
さ と う

　惠
としかず

和 北九州市産業学術振興局長

南
みなみ

　政昭
まさあき 北九州市八幡西区長

地域・経済
関係者

事業関係者

地権者団体
・企業

行　政

学識経験者
・専門家
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■策定委員会及び部会の開催経過、検討事項 
委員会 黒崎部会 主な検討事項等（予定） 

【策定の方針決定】 第１回  

平成 19 年 ○ 新・基本計画策定の方針について 

8 月 2 日  ・策定地区の選定、検討区域、基本計画の方向性等 

○ 今後の検討・推進体制について 

【計画素案の検討】  第１回 

平成 19 年 ○ 中心市街地の活性化に関する基本的な方針 

9 月 5 日 ・中心市街地の現状分析 

・地域の課題、ニーズ等の把握・分析 

・活性化の基本方針（コンパクトなまちづくりの方針） 

○ 中心市街地の区域設定の考え方 

○ 目標設定の考え方 

○ 施策展開の方向性 

 

 

 

第２回 

平成 19 年 

10 月 30 日 

【計画骨子案の意見調整】 

○ 計画素案の意見調整 

 ・中心市街地の活性化に関する基本的な方針 

・中心市街地の区域 第２回  

 ・活性化の目標（指標、数値目標の考え方） 平成 19 年 

 ・具体的事業の内容 12 月 10 日 

 

 

 

第３回 

平成 20 年 

1 月 24 日 

【計画案の意見調整】 

○ 計画原案の意見調整 

※委員会で調整後、協議会への意見聴取を行う 

 第４回 

平成 20 年 

2 月 4 日 

 

 

第３回  

平成 20 年 

2 月 21 日 
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■基本計画策定委員会検討結果＜要旨＞ 
開催日 主な検討結果等 

・小倉都心、黒崎副都心の 2地区で、基本計画策定に取り組み、H19

年度末までに計画をとりまとめ認定申請を行う。 

第 1 回北九州市中心市街地

活性化基本計画策定委員会 

平成 19 年 8 月 2日（木） ・小倉都心地区の検討区域は、約 380ha とし、黒崎副都心地区の検

討区域は、約 160ha とする。 

・委員長を大西委員長、小倉都心地区の部会長（副委員長）を田村

委員、黒崎副都心地区の部会長（副委員長）を竹下委員とする。 

・北九州商工会議所と北九州まちづくり応援団㈱が２つの柱になっ

て、中心市街地活性化協議会設立に向けて検討を進めていく。 

第 2 回北九州市中心市街地

活性化基本計画策定委員会 

・今回の意見を踏まえて、概ね原案の内容を基本に、これに肉付け

等を行い、国との事前協議・各部会での検討等を進めていく。 

平成 19 年 12 月 10 日（月） ・目標としては、２地区ともに今年度内の認定申請に向けて、関係

者が協力して取り組んでいく。 

・黒崎副都心地区については、駅前の既存商業者の厳しい状況等を

踏まえ、新集客ゾーンの開発を地区全体の活性化にどう活かし、

また、駅前エリアの魅力づくりをどう高めていくかという点を、

区域設定も含めて部会で更に検討を行う。 

・今後、できるだけ早期に中心市街地活性化協議会を立ち上げ、地

元の意見調整等を行い、スケジュール通りに国に申請できるよう

取り組んでいく。 

第 3 回北九州市中心市街地

活性化基本計画策定委員会 

・今後、国の認定に向けて基本計画を詰めていくに当たり、今回の

素案を基本計画の骨格とすること。また、国との協議の進展に応

じて柔軟に修正等の対応をしていくことが承認された。 平成 20 年 2 月 21 日（木） 

・基本計画の骨子が固まったことにより、本策定委員会は今回をもっ

て最後とするが、基本計画の最終案のとりまとめに当たっては、

委員長、小倉・黒崎の両部会長と事務局に一任することが確認さ

れた。 
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■黒崎部会検討結果＜要旨＞ 
開催日 主な検討結果等 

黒崎部会（第 1回） ●基本計画の方向性（方針・目標・区域）について確認 
平成 19 年 9 月 5日（水） ・基本方針と目標は、概ね原案に沿って進めていく。 

・計画区域は、約 160ｈａを中心市街地と設定し、これを基本に今後
の作業を進める。 
●商業活性化策や文化・交流拠点地区の計画の検討体制等について確
認 

・商業の活性化策については、商業関係者等によるワークショップで
今後意見集約し、計画作りに反映させる。 

・文化・交流拠点地区の計画は、別途委員会で検討し、次回以降、本
委員会で内容を示していく。 

黒崎部会（第 2回） ●商業活性化や定住人口の増進など具体的事業を増やしていくことを
確認 平成 19 年 10 月 30 日（火） 

・基本計画の申請については、年度内に間に合うように、関係者が協
力していく。 
・基本方針は概ね原案に沿って作業を進める。 
・新集客ゾーンと商店街との回遊性を担保する事業について、引き続
き検討する。 
・商店街のソフト事業を増やし、魅力づくりに努めていく。 
・「定住人口の増進」に関する数値目標を上げる必要がある。特に駅
前賃貸の事業を検討する。 

・文化・交流拠点地区について、全体がイメージできるような計画を
示すことができるよう早急に検討する。 

・新集客ゾーンの事業者の方々も、活性化協議会に入って、回遊性の
確保などの議論を進めて欲しい。 

黒崎部会（第 3回） ●計画区域及び具体的事業について確認 
平成 20 年 1 月 24 日 ・駅前商店街の活性化を最優先に進めていくことから、中心市街地の

計画区域を約 70ha 案に変更する。 
・「文化・交流拠点地区」の整備内容について、次の部会で骨子を固
めて報告する。 

・アネックス１の事業について、今後、関係者が具体化に向けて検討
を進めていく。 

・計画区域から外れる新集客ゾーンの事業者については、今後、協議
会が連携を取り、議論を進めて欲しい。 

黒崎部会（第 4回） ●基本計画（素案）について確認 
平成 20 年 2 月 4 日 ・今回の基本計画（素案）を基に、本委員会に諮る。 

・黒崎部会は今回で最後になるため、今後の計画素案の細かな修正に
ついては、部会長と事務局の方が責任を持って対応していく。 

・北九州市は環境首都として取り組んできた経緯を踏まえ、公共交通
の利用やマイカー利用の抑制によるＣＯ２削減など、国へのアピー
ルという点からも、環境の視点を入れたほうが良い。 

・黒崎は７０ｈａだけの問題ではなく、新集客ゾーンや居住促進ゾー
ン等を含んでダイナミックに展開していかないといけないと思う。 

・イオンの売り上げや集客数を考慮した場合、売上額等の目標設定が
少し低いと思う。 

・集客の柱となっている文化・交流拠点については、若干、戦略的に
位置づけが低いのではないか。 

・計画エリアは７０ｈａに狭まったが、協議会においては、エリアが
広がったところ、つまり物事が動くところでいかに調整していくか
が重要であり、協議会のメンバーは広く取り扱っていただきたい。 
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■北九州市中心市街地活性化基本計画（黒崎地区）策定体制 
 
 

北九州市  
 計画策定委員会 中心市街地活性化・内部検討会 

・北九州市立大学准教授 
・北九州市立大学教授 
・東京大学教授 

「北九州市中心市街地活性化基本計画」 ・九州大学教授 
・福岡大学教授 連絡調整会議 ・九州共立大学教授 

企画政策室企画政策課、企画政策室にぎわいづくり企画課、総務
市民局地域振興課、総務市民局市民部市民センター室、総務市民
局安全・安心課、総務市民局民事暴力相談センター、市保健福祉
局計画課、子ども家庭局子ども家庭政策課、子ども家庭局保育課、
環境局環境首都推進室、環境局都市環境管理課、環境局業務課、
産業学術振興局商業振興課、経済文化局観光課、経済文化局文化
振興課、建設局道路計画課、建設局緑政課、建設局公園建設課、
建設局水環境課、建設局計画課、小倉北区役所まちづくり推進課、
八幡西区役所まちづくり推進課、教育委員会企画課、教育委員会
施設課、建築都市局計画調整課、建築都市局都市計画課、建築都
市局都市交通計画課、建築都市局住宅計画課、建築都市局住環境
整備課、建築都市局再開発課、建築都市局都心・副都心開発室 

・九州工業大学教授 
・北九州市女性団体連絡会議 
・(財)北九州活性化協議会 
・北九州商工会議所 
・北九州市社会福祉協議会 
・北九州市自治会総連合会 
・(社)北九州青年会議所 
・北九州まちづくり応援団株式会社 
・北九州市商業総連合会 
・北九州住宅産業協議会 
・北九州市住宅供給公社 
・西鉄バス北九州株式会社 
・九州旅客鉄道株式会社 

黒崎部会 
・建築家（㈱ブラックステューディオ） 
・九州大学教授 
・九州共立大学准教授 
・九州工業大学教授 
・副都心黒崎開発推進会議 
・八幡西区女性団体連絡会議 
・八幡西区自治総連合会 
・社団法人北九州青年経営者会議 
・黒崎商店組合連合会 
・(社)北九州青年会議所 
・北九州商工会議所 
・レディス・イン黒崎 
・北九州まちづくり応援団株式会社 
・北九州住宅産業協議会 
・西鉄バス北九州株式会社 
・筑豊電気鉄道株式会社 
・九州旅客鉄道株式会社 
・西日本鉄道株式会社 
・イオン株式会社 
・野村不動産株式会社 
・三菱化学株式会社 
・黒崎オーナー会 

黒崎副都心「定住人口の増進」に向けた 

活性化事業推進会議 
産業学術振興局商業振興課長、建築都市局計画調整課長、同総
務企画部主幹、同都市計画課長、同再開発課長、同住宅計画課
長 

計画案の調整 
庁内意見調整 

意見聴取 

北九州市 
黒崎地区 

中心市街地活性化協議会 
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（１）北九州市黒崎地区中心市街地活性化協議会の概要 
平成 20 年１月 25 日に、改正中心市街地活性化法第 15 条に基づき、北九州商工会議
所及び北九州まちづくり応援団㈱が中心になって「北九州市黒崎地区中心市街地活性化
協議会」が設立された。 
協議会の構成員は、経済活力の向上又は都市機能の増進を総合的に推進するための調
整を図るにふさわしい者を含む 25 の団体の代表及び有識者等の 30 名である。 
協議会の役割は、市が作成しようとする基本計画及び実施に関し必要な事項について
協議し、様々な主体が参加するまちづくりの運営を横断的・総合的に調整することで、
中心市街地の活性化の推進と市勢の発展に寄与することである。 
また、協議会を効果的かつ効率的に運営するため、下部組織として幹事会を置き、協
議会との調整、専門部会の設置等を検討し、具体的かつ専門的な協議又は調整を行うこ
ととしている。 
 
■北九州市黒崎地区中心市街地活性化協議会準備委員会の開催経過及び検討事項 

開催日 主な検討事項等 
第 1回 
平成 19 年 10 月 25 日（木） 

・ 卓話会「中心市街地活性化と協議会の役割について」 
独立行政法人中小企業基盤整備機構九州支部 
中心市街地サポートマネージャー 水田 洋介氏 

・ 中心市街地活性化協議会黒崎会議規約（案）について 
・ 中心市街地活性化協議会黒崎会 構成委員（案）について 
・ 今後のスケジュールについて 

第 2回 
平成 19 年 11 月 8 日（木） 

・ 北九州市黒崎地区中心市街地活性化協議会規約（案）について 
・ 北九州市黒崎地区中心市街地活性化協議会 構成委員（案）に
ついて 

・ 【説明】「黒崎における中心市街地活性化基本計画」について 
北九州市産業振興局産業振興課課長松岡 鐵雄氏 

 
 
■北九州市黒崎地区中心市街地活性化協議会の開催経過及び検討事項 

開催日 主な検討事項等 
第 1回 
平成 20 年 1 月 25 日（金） 

北九州市黒崎地区中心市街地活性化協議会設立 
・ 北九州市黒崎地区中心市街地協議会 規約（案）について 
・ 北九州市黒崎地区中心市街地協議会 構成員（案）について 
・ 幹事会の設置について 

第 2回 
平成 20 年 2 月 19 日（火） 

北九州市中心市街地活性化基本計画（黒崎副都心地区）素案の説明 
・ 基本計画認定のポイントについて 
・ 基本計画素案の内容説明 
・ 基本計画素案の計画事業に関する意見交換 

第 3回 
平成 20 年 3 月 19 日（水） 

・ 基本計画素案の変更部分の説明 
・ 活性化協議会幹事会で協議された事業計画（案）について 
・ 基本計画素案に対する意見書（案）について 

［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 
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■北九州商工会議所における黒崎地区中心市街地活性化協議会設立フロー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■北九州市黒崎地区中心市街地活性化協議会組織図及び連係図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北九州商工会議所 

（経済活力の向上を図るもの） 

北九州まちづくり応援団㈱ 
（都市機能の増進を図るもの） 
（市の出資 3％以上） 

《協議会を組織することができる者》 
北九州市黒崎地区 

中心市街地活性化協議会 
【役割】中心市街地活性化 
1）基本計画に対する意見 
2）基本計画事業検討・調整等 

北
九
州
市
中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
計
画 

3）各事業計画実施に伴う調整 協議・ ＋ 4）その他 最終調整 
 

北九州市黒崎地区 
中心市街地活性化協議会幹事会 

【役割】黒崎地区協議会との調整、専門
部会の設置等 

1）黒崎地区協議会への提案事項の調整 
2）研究会の運営 
3）その他黒崎地区協議会の運営 
4）専門部会の設置 

北九州市黒崎地区 
中心市街地活性化協議会 準備委員会 
【役割】協議会組織づくり 
1）規約案の協議 

事前協議 2）会員（構成員）の案の協議 
3）その他 
※協議会の前身として活動 

北九州市黒崎地区中心市街地活性化協議会 連携  

北九州市 

副会長 副会長 

会長 

会員 

出資 

出資 

参加 

設置 

 
北九州商工会議所 設置 参加 

事業者、商業者、地権者、住民、ＮＰＯ等 

監査役 専門部会 専門部会 専門部会 

タ
ウ
ン
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー 

北九州まちづくり 

応援団㈱ 
幹事会 協議会事務局 

 
149 



 
■北九州市黒崎地区中心市街地活性化協議会の構成員           （順不同） 
役職名 氏名 所属団体・役職名 根拠法令 

北九州商工会議所 法第 15 条第 1項関係 
会長 中村 眞人 

副会頭 （商工会議所） 
北九州商工会議所 法第 15 条第 1項関係 

副会長 光井 敏博 
専務理事 （商工会議所） 
黒崎商店組合連合会  法第 15 条第 4項関係 

副会長 木村 幸男 
相談役 （商業者） 
北九州まちづくり応援団（株）  法第 15 条第 1項関係 

会員 藤﨑 利之 
取締役 （まちづくり会社） 
黒崎商店組合連合会広報部  法第 15 条第 4項関係 

会員 葛原 宏治 
ＫＩＣ編集長 （商業者） 
（株）井筒屋 黒崎店  法第 15 条第 4項関係 

会員 中原 保久 
執行役員黒崎支店長 （商業者） 
（株）メイト黒崎  法第 15 条第 4項関係 

会員 縄田 幸治 
専務取締役 （商業者） 
黒崎オーナー会  法第 15 条第 4項関係 

会員 花田 宏 
会長 （地権者） 
西鉄バス北九州（株）  法第 15 条第 4項関係 

会員 久保 祐二 
代表取締役社長 （交通事業者） 
筑豊電気鉄道（株）  法第 15 条第 4項関係 

会員 河野 直己 
代表取締役社長 （交通事業者） 
九州旅客鉄道（株）北部九州地域本社 法第 15 条第 4項関係 

会員 渋川 正行 
黒崎駅 駅長 （交通事業者） 
北九州商工会議所 法第 15 条第 8項関係 

会員 大坪 常三郎 
商業部会 部会長 （地域経済） 
副都心黒崎開発推進会議  法第 15 条第 8項関係 

会員 髙田 賢一郎 
会長 （地域経済） 
（社）北九州中小企業経営者協会 法第 15 条第 8項関係 

会員 芳賀 元生 
理事 （地域経済） 
（財）北九州活性化協議会  法第 15 条第 8項関係 

会員 菅原 康夫 
評議員 （地域経済） 
（社）北九州青年経営者会議  法第 15 条第 8項関係 

会員 樋熊 靖隆 
理事長 （地域経済） 
ＫＩＴ－２１  法第 15 条第 8項関係 

会員 堀 敬治 
代表 （地域経済） 
三菱化学（株）黒崎事務所 法第 15 条第 8項関係 

会員 土山 大治 
企画グループマネージャー （地域経済） 

法第 15 条第 8項関係 
会員 樋口 善久 （株）安川電機 人事総務部長 

（地域経済） 
北九州住宅産業協議会  法第 15 条第 8項関係 

会員 中島 伸一郎 
マンション部 部会長 （地域経済） 
北九州おかみさん会  法第 15 条第 8項関係 

会員 石本 淳子 
会長 （地域経済） 
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役職名 所属団体・役職名 根拠法令 
黒崎宿にぎわいづくりの会  法第 15 条第 8項関係 

監事 諏訪 武史 
事務局長 （コミュニティ） 
レディス・イン黒崎  法第 15 条第 8項関係 

会員 吉田 久美子 
会長 （コミュニティ） 
黒崎第六婦人会  法第 15 条第 8項関係 

監事 辻 美奈子 
会長 （コミュニティ） 
黒崎自治区会連合会  法第 15 条第 8項関係 

会員 森 敏明 
会長 （コミュニティ） 
北九州市立大学  法第 15 条第 8項関係 

会員 齋藤 貞之 
教授 （教育文化） 
（株）ジェイコム北九州  法第 15 条第 8項関係 

会員 京 克樹 
代表取締役社長 （地域メディア） 
北九州市建築都市局  法第 15 条第 4項関係 

会員 木下 一也 
局長 （市） 
北九州市産業学術振興局  法第 15 条第 4項関係 

会員 佐藤 惠和 
局長 （市） 
北九州市八幡西区  法第 15 条第 4項関係 

会員 南 政昭 
区長 （市） 

（オブザーバー） 

法第 15 条第 7項関係 （独）中小企業基盤整備機構 九州支部 
会員 中山 士朗 

地域振興課長 （オブザーバー） 
経済産業省九州経済産業局 法第 15 条第 7項関係 

会員 壇 孝司 
産業部 流通・サービス産業課長 （オブザーバー） 

（アドバイザー） 

中小企業基盤整備機構 九州支部 アドバ
イザー 

水田 洋介  
中心市街地サポートマネージャー 
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（２）北九州市黒崎地区中心市街地活性化協議会からの意見書 
協議会における協議の結果、「北九州市中心市街地活性化基本計画（黒崎地区）」（案）
に対して、意見書が平成 20 年 3 月 28 日に提出された。 
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（１）様々な主体の巻き込み及び各種事業との連携・調整について 
①様々な主体の地域ぐるみの取組み 
本計画の目標実現のためには、行政が果たす役割を着実に推進することはもとより、
民間が主体となった取り組みが不可欠である。 
このため、本計画でも民間活力を誘発させる施策を展開していくものとし、現在取り
組まれている活動に加え、新たな活動に対しても積極的に支援していくものとする。 
これまでも、様々な主体が地域で一体となってまちづくりに取り組んできている。以
下に、黒崎都心地区におけるまちづくり活動団体について整理する。 
 
■中心市街地におけるまちづくり等活動団体 

団体名称 取組みの概要 

黒崎商店組合連
合会 

黒崎駅前地区の商店街の連合組織で、まちの賑わいづくりに関する事業等を
実施し、活性化に努めている。 

八幡西商店組合
連合会 

八幡西区内の主要商店街と黒崎駅前の専門店会による連合組織。八幡西区の
商業振興を目的とし、講演会や研修会、情報交換等を実施し、商店街活性化
を支援している。 

副都心黒崎開発
推進会議 

地域住民、企業、各種団体等の積極的な協力により、黒崎を中心とした副都
心地域の都市機能の充実と、魅力ある街づくりを推進する。街づくり研修、
情報研修、街づくり活動、広報活動等を行う。「藤田地区まちづくり構想」
の検討や「黒崎宿場町歴史探訪講座」等を開催している。 

黒崎オーナー会 
地元地権者の有志により発足。黒崎地区の発展に寄与するための活動を支援
し、会員相互の情報交換を行っている。 

黒崎宿にぎわい
づくりの会 

黒崎地区の企業、商業団体、まちづくり団体などで構成される。副都心黒崎
の魅力創出のため、長崎街道をテーマとするイベントを四季を通じ開催して
いる。「インフォラータ」や「灯籠まつり」、「筑前黒崎宿場まつり」、「黒
崎イルミネーション」等を行っている。 

黒崎まちの駅 
熊手銀天街と藤田銀天街などの８店舗により、まちの情報発信やおもてなし
事業を行っている。 

（社）北九州青
年経営者会議 

地域活性化と社会福祉への貢献を実現するための活動と、地域社会の情報化
の推進、更に一般市民及び青年経営者を対象として行う研修会の実施をとお
して、活動の基礎となる指導者的精神（リーダーシップ）及び開拓者精神（パ
イオニアシップ）を習得し、地域社会活性化を実現することを目的とし活動
している。２０歳から４０歳までの北九州市内の経営者の団体。 

ＫＩＴ－21 
黒崎地区の元気回復を目指して 20～30 代の若者で結成。イベントの企画・
開催、まちづくり勉強会などの活動を行う。 

長崎街道筑前黒
崎曲里の松並木
を愛する会 

長崎街道曲里の松並木に着目し、黒崎のまちをより元気にするイベント・シ
ンポジウム等を開催している団体。 

レディス・イン
黒崎 

ふれあい通り等の花植え活動により、副都心黒崎を花一杯にして黒崎の活性
化に貢献するもの。 

藤田町女性の会 
会員相互の親睦を図るとともに地域社会貢献し、併せて女性の地位向上を目
指す。また、黒崎地区活性化のため毎年「あじさい縁日」を開催している。 

桜屋の文化財を
保存する会 

近年まで長崎街道沿いに存在した桜屋という歴史ある宿屋を復活させ、まち
の活性化に寄与するもの。 

［３］基本計画に基づく事業及び措置の一体的推進 
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②主な祭り・イベント事業 
これまでも、様々な主体が連携し、地域で一体となってまちづくりに取り組んできて
いる。以下に、平成 19 年度の中心市街地における主な祭りやイベントを整理する。 
 
■中心市街地の主な祭り・イベント事業 

観客動員数 
実施主体 名   称 日 時 開催場所 

（推計） 

インフィオラータ

in 黒崎宿 

黒崎宿にぎわいづくり

の会 

4 月 21 日 
黒崎商店街 6 万 7 千人 

～23 日 

あじさい縁日 5 月 20 日 藤田銀天街 3 千人 藤田町女性の会 

長崎街道黒崎宿

東構口祭り 

長崎街道黒崎宿東構口

祭り実行委員会 
5 月 20 日 田町地区 1 千人 

ラブリバー撥川ネット

ワーク   九州厚生年金

病院跡地 
撥川ほたる夏祭り 3 千人 6 月 9 日 

撥川ほたる夏祭り実行

委員会 

長崎街道黒崎宿

七夕まつり 

黒崎宿七夕まつり実行

委員会 
7 月 7 日 熊手銀天街 2 千人 

黒崎祇園 7 月 20～23 日 黒崎全体 25 万人 黒崎祇園山笠保存会 

灯籠まつり in 黒

崎宿 

黒崎宿にぎわいづくり

の会 
7 月 21・22 日 黒崎中央公園 2 万人 

黒崎宿灯りフェ

スタ 

黒崎宿灯りフェスタ実

行委員会 

九州厚生年金

病院跡地 
5 千人 8 月 12 日 

筑前黒崎宿場ま

つり・黒崎街道に

ぎわいまつり 

黒崎宿にぎわいづくり

の会 

九州厚生年金

病院跡地 
（2万人） 10 月 13・14 日 

黒崎ハロウィン実行委

員会 
黒崎ハロウィン 10 月 28 日 黒崎商店街 （3千人） 

黒崎イルミネー

ション 

黒崎宿にぎわいづくり

の会 
11 月～12 月 黒崎全体 ――― 

曲 里 の 松 並 木 

電照松 

曲里地区 黒崎宿にぎわいづくり

の会 
12 月～１月 （1万 5 千人） 
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③黒崎副都心地区商業活性化に関するワークショップ等の実施 
本計画策定にあたっては、商業者・居住者及、事業者をはじめ様々な主体の参画及び
意見の把握がなされ、計画の立案を行っている。 
特に、商業活性化策については、黒崎副都心地区商業活性化に関するワークショップ
を計3回、関係団体との協議を計48回、関係団体への説明を計3回、関係団体へのヒア
リングを計 5回、合計 59 回を実施し、各主体と連携を取っている。（平成 20 年 3 月 25
日時点） 
また、検討の過程で即効性があり実行可能と判断される事業提案については、早々に
事業実施計画を立案し、事業の実施を図っている。 
 
■商業活性化に関するワークショップの経過 
ワークショップ 議題及び議事概要 参加者 

第 1回 ・ 新中心市街地活性化基本計画をまとめる

にあたって、地元商店街団体を対象に、

活性化事業（主にソフト事業）に関する

ニーズ抽出の検討 

黒崎商店組合連合会（9

名）、北九州商工会議所、

北九州まちづくり応援団

㈱、北九州市商業振興課、

北九州市建築都市局、北九

州市西区役所 

平成 19 年 

9 月 20 日（木） 

第 2回 ・ 新中心市街地活性化基本計画における活性

化事業計画策定のため、第1回ワークショッ

プで出されたアイデアを中心に、具体的な

事業の検討 

黒崎商店組合連合会（11

名）、北九州商工会議所、

北九州まちづくり応援団

㈱、北九州市商業振興課、

北九州市建築都市局 

平成 19 年 

10 月 23 日（火） 

第 3回 ・ 新中心市街地活性化基本計画における活

性化事業計画策定のため、第 2 回ワーク

ショップで出された活性化事業について、

事業主体等の具体的な検討 

黒崎商店組合連合会（9

名）、北九州商工会議所、

北九州まちづくり応援団

㈱、北九州市商業振興課、

北九州市建築都市局、北九

州市西区役所 

平成 19 年 

11 月 19 日（月） 

・ 具体的に検討した事業 

１ 情報発信事業 

２ まちのルールづくり 

３ 共通商品券 

４ ご利益のあるお宮との連動 

５ 名物の開発 

６ アメニティ拠点の整備 

７ 黒崎まちの駅ネットワーク事業 

８ 託児所の設置 
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■中心市街地活性化シンポジウム等 
日時 内容 参加者 

平成 19 年 
8 月 28 日（火） 

中心市街地活性化シンポジウム 
～まちづくりに求められる自立と戦略～ 
講師 
藻谷浩介氏 
（日本政策投資銀行 地域振興部参事役） 
服部年明氏 
（中小機構・中心市街地商業活性化アドバイザー 
元㈱まちづくり長野タウンマネージャー） 
プログラム 
基調講演Ⅰ 「オーバーストア・北九州市の都心部

活性化の知恵」（藻谷氏） 
基調講演Ⅱ 「タウンマネージャーまちなか実践活

性化～長野からの報告～」（服部氏） 
主催 
小倉のまちづくりを考える会、副都心黒崎開発推進
会議、北九州まちづくり応援団㈱、北九州商工会議
所 
共催 
（独）中小企業基盤整備機構九州支部、北九州市 

まちづくり関係者 
約 200 名 

平成 19 年 
12 月 21 日（金） 

黒崎まちづくり講演会 
講師 
服部年明氏 
（中小機構・中心市街地活性化アドバイザー 元㈱ま
ちづくり長野タウンマネージャー） 
プログラム 
基調講演 「街に生きる 街が活きる ～ヤル気の結
集とロマンの共有化～」 
主催 
北九州商工会議所、黒崎商店組合連合会、副都心黒崎
開発推進会議 

まちづくり関係者 
約 100 名 

平成 20 年 
2 月 12 日（火） 

黒崎地区中心市街地活性化セミナー 
講師 
服部年明氏 
（中小機構・中心市街地活性化アドバイザー 元㈱
まちづくり長野タウンマネージャー） 
プログラム 
基調講演 「中心市街地活性化への取り組みについ
て」 
主催 
北九州商工会議所 

まちづくり関係者 
約 50 名 

 


